
 議案第３３号 

 

   かすみがうら市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する    

   条例の一部を改正する条例の制定について 

 

かすみがうら市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和５年６月６日提出 

 

                 かすみがうら市長  宮 嶋  謙   

 

   かすみがうら市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する    

   条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成

２７年かすみがうら市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中「３４ 教育長」を「３５ 教育長」に改め、同表３３ 市長の

項の次に次のように加える。 

３４ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）に準じて行う事務であって規則で定めるも

の 

 別表第２の１ 市長の項特定個人情報の欄を次のように改める。 

（１） 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情

報（以下「生活保護関係情報」という。）であって規則で定めるもの 
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（２） 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施

又は就労自立給付金の支給に関する情報（以下「外国人生活保護関係情

報」という。）であって規則で定めるもの 

 別表第２の２ 市長の項特定個人情報の欄、同表４ 市長の項特定個人情報

の欄、同表６ 市長の項特定個人情報の欄及び同表７ 市長の項特定個人情報

の欄に次の１号を加える。 

 （３） 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の９ 市長の項特定個人情報の欄及び同表１１ 市長の項特定個人

情報の欄に次の１号を加える。 

 （４） 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１３ 市長の項特定個人情報の欄及び同表１４ 市長の項特定個

人情報の欄を次のように改める。 

（１） 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

（２） 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１５ 市長の項特定個人情報の欄、同表１７ 市長の項特定個人

情報の欄、同表１８ 市長の項特定個人情報の欄、同表１９ 市長の項特定個

人情報の欄及び同表２０ 市長の項特定個人情報の欄に次の１号を加える。 

 （３） 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の２２ 市長の項特定個人情報の欄を次のように改める。 

（１） 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

（２） 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の２３ 市長の項特定個人情報の欄、同表２６ 市長の項特定個人

情報の欄、同表２７ 市長の項特定個人情報の欄及び同表２８ 市長の項特定

個人情報の欄に次の１号を加える。 

 （３） 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の２９ 市長の項特定個人情報の欄、同表３０ 市長の項特定個人
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情報の欄及び同表３２ 市長の項特定個人情報の欄を次のように改める。 

（１） 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

（２） 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 別表第３の１ 教育長の項特定個人情報の欄に次の１号を加える。 

 （３） 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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